
 

 

 

 

 

 

あわら市・坂井市ＡＩを活用した上水道管路劣化診断業務 
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1. 業務概要 

（１） 業務名称 

あわら市・坂井市 AIを活用した上水道管路劣化診断業務 

（２） 業務目的 

現在、両市の水道事業の現状は、時間の経過とともに老朽化した水道管の耐震化や、災害に

備えるための事前対策、減災など地域の安全と生活基盤を強化する必要が急務となっている。 

本業務は、は両市の水道事業の給水区域内において、将来的な有収率の向上・維持と管路の

更新計画に反映可能な資料とするために、既存の GIS 水道管路管理システム内の配管図データ

を活用し、修繕台帳および漏水（修繕）事故履歴等を登録後、AI劣化診断機能を使用して機械学

習を行い解析し、現状の施設劣化状況、漏水確率、管の余寿命を診断することによって、将来に

わたって効率的な管路維持管理に活用することを目的に AI劣化診断を共同発注にて実施する。 

（３） 業務内容 

別紙「あわら市・坂井市 AI を活用した上水道管路劣化診断業務共通仕様書」（以下「本仕様書」

という。）のとおりとする。 

（４） 履行期限 

本業務の履行期間は、契約の翌日から令和９年３月３１日までとする。 

（５） 業務に要する経費 

見積上限額（あわら市） １４，４４０，０００円（消費税及び地方消費税を除く） 

見積上限額（坂井市） ２２，６９０，０００円（消費税及び地方消費税を除く） 

総見積上限額（あわら市・坂井市合計）３７，１３０，０００円（消費税及び地方消費税を除く） 

この金額は、本事業を遂行する上での概算経費を示すものであり、契約金額とするものではな

い。なお、参考見積の金額が各市の見積上限額を超える提案を行った場合は参加申し込みを無

効とする。また、令和８年度以降の保守費用は含まない。 

 

2. 参加資格要件 

本事業のプロポーザルに参加する者は、以下の要件をすべて満たしていること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２） 参加申込書の受付期間において、国、地方自治体の競争入札に関し、指名停止の措置を受け

ていないこと。 

（３） 「あわら市暴力団排除条例」（平成 23年 9月 26日 条例第 7号施行）第２条第１号から第３号」

に定める暴力団員等でなく、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 

（４） 「坂井市暴力団排除条例」（平成 23 年 9 月 28 日 条例第 8 号）第２条第１号から第３号」に定

める暴力団員等でなく、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申し立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申し立てがなされて

いないこと。 

（６） 法人税、事業税、消費税その他の地方税及び国税の区分を問わず一切の税金を滞納していな
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いこと。 

（７） 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１）の認証を事業所内で受けている事業

者であること。 

（８） 給水人口２万人以上の事業体５箇所以上に対して本業務と同様の業務実績があること「過去５

年以内 令和３年度～令和７年度」。なお、直接受託し納品したものに限る。 

（９） 本業務を複数の事業者が共同企業体を結成して申請する場合は、各構成員についても上記の

（１）～（８）の要件を満たしていること。 

（１０） 本仕様書の技術者資格要件を満たしていること。 

（１１） 本仕様書に定める内容が遂行できること。 

 

3. 選定スケジュール 

公募から委託事業者選定までのスケジュールは以下のとおり 

（１） 実施公告           令和 ８年 ５月 28日（木） 

（２） 参加申請書提出期限         令和 ８年 6月 10日（水） １７時必着 

（３） 質問受付期限  令和 ８年 6月 16日（火） １７時必着 

（４） 質問回答期限  令和 ８年 ６月 22日（月） 

（５） 企画提案書提出期限      令和 ８年 ６月 29日（月） １７時必着 

（６） プレゼンテーション及び審査 令和 ８年 ７月  中旬「予定」 

（７） 選定結果通知・契約締結  令和 ８年 ７月  下旬「予定」 

 

4. 問い合わせ先・各種書類の提出先 

質問および各種書類提出先は下記のとおり 

〒９１９－０６９２ 

福井県あわら市市姫三丁目１－１ 

あわら市役所 土木部上下水道課 上水道グループ（担当 ： 五十嵐） 

TEⅬ：０７７６－７３－８０３７（ダイヤルイン） 

Ｅメール ： jyogesui@city.awara.lg.jp 

 

5. 実施要領書等の配布期間・場所等 

（１） 配布期間 

令和 ８年 ５月 28日（木）   １４時から 

（２） 配布方法 

あわら市公式ホームページおよび坂井市公式ホームページからダウンロードすること。 

※郵送、ＦＡＸ、電子メール等による配布は行わない。 

（３） 配布資料 

① プロポーザル実施要領書 

② 共通特記仕様書 

③ 各種様式 
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6. 参加申し込み等 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申請書（様式第１号および第２号）等を作成し、

以下のとおり提出すること。 

（１） 提出期限 

令和 ８年 ６月 10日（水）１７時必着「予定」とする。 

内容に不備があるもの及び提出期限に遅れたものは受理しない。 

（２） 提出方法 

持参又は郵送とし、各１部を書面での提出とする。ＦＡＸ、電子メール等による提出は認めない。

なお、提出期限経過後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（３） 提出先 

「４．問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり。 

（４） 提出書類 

① 参加申請書兼誓約書（様式第１号、２号） 

② 事業者概要書（様式３号） 

③ 業務実績書（様式第４号） 

④ ※業務実績表は、過去５年以内（令和３年度から令和７年度）の AIを用いた管路劣化診断業

務の業務について記載すること。 

⑤ 配置技術者調書（様式第５号） 

⑥ 共同企業体協定書（様式６号） 

⑦ 共同企業体概要書（様式７号） 

⑧ 企画提案書（任意様式） 

⑨ 「ISO／IEC27001（情報セキュリティマネジメントシステム）」証明書写し 

（５） 参加を辞退する場合 

参加申請書提出日以降に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第３号）を提出しなけれ

ばならない。 

 

7. 質問の受付及び回答 

質問方法は、質問書「電子メール」を提出した場合に受け付けることとし、電話又は口頭による

場合は受け付けない。 

（１） 質問期間 

令和 ８年 ６月 16日（火）  １７時必着「予定」とする。 

（２） 提出方法 

電子メールを担当者まで送信すること。また、送信後に確認の電話をすること。 

タイトルは、「実施要領書に関する質問」とすること。 

（３） 提出先 

「４．問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり。 
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（４） 質問に対する回答 

全ての質問の一覧表を作成し、令和 ８年 ６月 22 日（月）「予定」までに全ての参加希望者に

電子メールにて送信する。なお、質問への回答は、本実施要領書及び仕様書の追加又は修正と

みなす。 

 

8. 企画提案書等の提出 

参加申込者は、次により企画提案書等を提出すること。 

（１） 提出期限 

令和 ８年 ６月 29日（月） １７時必着「予定」とする。 

（２） 提出方法 

持参又は郵送（郵送については、提出期限内に到着したものに限る）。 

（３） 提出先 

「４．問い合わせ先・各種書類の提出先」に記載のとおり 

（４） 提出書類 

① 企画提案書（任意様式） 

(ア) 事業者概要 

(イ) 業務実績 

(ウ) 業務実施体制 

(エ) 業務内容 

② 見積書 

※見積書は任意様式とし、本業務の両市それぞれの見積額を記載すること。また、見

積内訳を作成し、企画提案書等とは別に見積書と見積内訳を封緘し、提出するこ

と。 

（５） 企画提案書の作成方法 

① 企画提案書（様式任意）はＡ４版縦書きとすること。 

② 文字サイズは１１ポイント以上とし、見やすいフォントで作成すること。 

③ 印刷は両面可とする。 

④ 本業務に伴い導入する閲覧システムの翌年度以降の維持管費の概算を提示すること。 

⑤ 最大２０ページ以内（表紙・目次・インデックスは含めない。用紙サイズは基本 A４とし図面等

の詳細説明が必要なものは A3可とする）とすること。 

⑥ 目次及びページ番号を付し、インデックス等を活用した見やすい製本とすること。 

⑦ 正本２部（代表者印押印のもの）、副本 10部（正本の写し）を提出すること。 

⑧ 表紙は企画提案書とし、タイトルは「AIを活用した上水道管路劣化診断査業務【共同調達】プ

ロポーザル」とすること。 

⑨ 提出された企画提案書は返却しない。また、提出以降における企画提案書等の追加、差替

え及び再提出は認めない。 

⑩ 提出された企画提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することが

ある。 
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⑪ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権その他日本国の法令に基づいて保護される第

三者の権利の対象となっている手法を用いた結果、生じた事象にかかる責任は、全て提案者

が負うものとすること。 

  

9. プレゼンテーションの実施及び審査 

（１） 審査方法 

有識者等の審査員による選定審査会を設置し、提出書類による一次審査と、プレゼンテーシ

ョンを行い評価する。 

（２） プレゼンテーション 

企画提案書の説明による審査を実施する。当日の追加資料の配布など、事前に提出された

企画提案書以外、当日の追加資料配布は不可とする。 

① 実施日       

令和 ８年 ７月 中旬予定 

② プレゼンテーションの所要時間 

各社３０分以内の説明と１０分程度の質疑応答とする。 

  ③ プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づき実施する。 

  ④ 市側で準備できる機材は、プロジェクター、スクリーン各１式とし、その他必要な機材は参加者

で用意すること。 

（３） 注意事項 

① プロポーザル実施日および開始時間や会場等詳細は、後日通知する。 

② 指定時間に遅れた場合には、審査の対象としない。 

③ プレゼンテーションの参加者は、１事業者５名以内とし、オンラインでの参加が必要な場合は

必要最小限の人数の参加を認める。ただし、録画録音は禁止とする。 

 

10. 選定方法 

（１）評価項目と配点 

    選定審査会は、プレゼンテーション及びヒアリングに基づき、次の評価項目について総合的に

審査し、評価する。 

評価項目 

評価項目 審査内容 

●業務実施能力   

事業者概要 

（5点） 
・企業規模の妥当性および業務内容から遂行上の安定性 

受注実績 

（10点） 
・AIを活用した管路劣化診断業務の実績 

●業務提案内容  
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（２） 受託候補者の選定 

①選定審査会において、評価項目で採点を行い、評価点の合計が最も高い事業者を受託候補

者として選定する。 

   ただし、参加事業者が１者でる場合は、評価項目の業務提案内容において、全審査員の平均

評価点が 60％に満たない場合は、上記の規定に関わらす優先交渉者としない。 

②最高得点の参加者事業者が 2 者以上ある場合は、当該参加事業者の評価項目の「業務提案

内容」の得点が高い方を第１順位とし、さらに同点の場合は、委員長がくじ引きし、受託候補者

を決定する。 

③この選定審査により委託契約の受託者や契約金額が確定するものではない。 

 

11. 選定審査結果の通知 

（１）選定審査の結果は、選定審査会に参加した事業者宛に書面（電子メール）にて通知するとともに、

坂井市のホームページにて公表する。通知及び公表内容は、受託候補者の名称及び評価点

合計とする。 

 

12. 契約の締結 

（１）両市は、受託候補者の決定後、受託候補者と提案内容等に基づき契約条件等について協議の

上、各々の市で契約を締結するものとする。ただし、受託候補者との両市の協議が成立しない場

合は、次点者と協議を行うことができるものとする。 

（２）契約の締結に際し、各々の市の契約保証の規則に基づき契約保証をすること。 

 

業務実施方針 

（５点） 

・両市の水道事業の現況や特性の理解 

・業務の実施工程 

業務実施体制 

（10点） 

・業務の実施体制（技術者の配置等） 

・業務の具体的な実施方法 

AI管路劣化診

断の特徴 

（25点） 

・AI劣化診断システムの概要 

・劣化診断の精度向上の取り組み 

・クラウド化 

・共同発注で得られる効果 

その他効果的

な提案 

（25点） 

・AI管路劣化診断を活用した提案 

（今後の更新計画、リスク管理等の市の業務に有用な提案） 

●価格評価  

見積金額 

（20点） 
・見積金額の妥当性 

（合計１００点）  （   ）：配点 
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13. 失格条項 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 提出期限内に提出書類が提出されなかった場合 

② 参加資格の要件を満たさなくなった場合 

③ 提出書類に虚偽の記載または不備があった場合 

④ 審査結果に影響を与えるような不正行為を行った場合 

⑤ 本事業の提案見積金額が上限を超過した提案を行った場合 

 

14. その他 

① プロポーザルや契約に係る経費等は、全て参加事業者の負担とする。 

② 審査に係る質問や異議は一切認めない。 

③ 提出された書類の修正または変更、返却一切応じない。 

④ 提出書類は、参加事業者に無断でプロポーザルの選定以外に使用しない。 

⑤ 情報開示請求があった場合、提出書類を公開する場合がある。 

 

 

 


